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ま え が き 

 

 本報告書は、厚生労働省の要請を受けて当機構が実施した「諸外国の外国人労働者受入れ

制度」に関する調査結果をとりまとめたものである。デンマーク、フランス、ドイツ、イギ

リス、EU、アメリカ、韓国、シンガポールの７カ国１機関を対象に、これらの国（機関）

で実施されている高度人材の受入れ制度・実態を中心に調査を行った。 

 

 日本では現在、少子高齢化による労働者不足の懸念等から、政府主催の会議、国会等の場

で外国人材の受入れを推進すべきとの主張がなされることがあるが、外国人労働者の受入れ

は労働市場及び国民生活に影響を及ぼすことから、慎重な検討が必要である。このような視

点に立ち、受入れの歴史が長い諸外国における「外国人労働者の受入れ制度」の現状等を把

握することは、わが国において議論を行う際の参考となり得る。 

 調査の結果、具体的な受入れ方法は国によって異なるものの、いずれの国も高度人材の受

入れを推進しつつ、それぞれの経済・雇用、及び政治情勢に応じて、受入れの規制や緩和等

を複雑に組み合わせ、バランスをとりながら行っている構図が明らかになっている。 

 

 外国人労働者の受入れ制度のあり方については、今後もわが国においてさまざまな議論が

継続するものと思われる。本報告書がこうした議論をする際の一助となれば幸いである。 
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